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ジ
作
成

●
対
象
者
＝
求
職
中
の
身
体
障

害
者

●
受
講
料
＝
無
料

●
訓
練
場
所
＝
鹿
屋
商
工
会
議

所
●
訓
練
期
間
＝
８
月
７
日（
木
）

〜
10
月
31
日
（
金
）

●
募
集
期
限
＝
７
月
４
日（
金
）

※
応
募
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

介
護
福
祉
科

●
内
容
＝
訪
問
介
護
員
養
成
研

修
２
級
課
程
、就
労
支
援
講
座

●
対
象
者
＝
求
職
中
の
知
的
障

害
者

●
受
講
料
＝
無
料

●
訓
練
場
所
＝
大
隅
地
域
福
祉

事
業
所
「
ゆ
ら
お
う
」

●
訓
練
期
間
＝
８
月
７
日（
木
）

〜
10
月
31
日
（
金
）

●
募
集
期
限
＝
７
月
４
日（
金
）

※
応
募
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

　

☎
０
９
９
６-

44-

２
２
０
６

国
家
公
務
員
採
用
Ⅲ
種

試
験
受
験
者
を
募
集

●
募
集
職
種
＝
行
政
事
務
・
税

務
・
電
気
情
報
・
機
械
・
土

木
・
林
業

赤
十
字
講
習
会
の
受
講
者

を
募
集

　

救
急
法
講
習
会
の
受
講
者
を

募
集
し
ま
す
。
講
習
会
の
最
後

に
は
、
検
定
を
行
い
合
格
者
に

は
、「
赤
十
字
救
急
法
救
急
員

認
定
証
」
を
交
付
し
ま
す
。

●
開
催
日
＝
９
月
６
日
（
土
）・

７
日
（
日
）・
13
日
（
土
）・

14
日
（
日
）

●
時
間
＝
９
時
〜
16
時

●
場
所
＝
市
社
会
福
祉
会
館

●
対
象
者
＝
15
歳
以
上

●
受
講
料
＝
無
料

※
教
材
費
３
，０
０
０
円
が
必
要

●
定
員
＝
30
人
（
定
員
に
な
り

次
第
締
め
切
り
）

●
応
募
期
限
＝
９
月
５
日（
金
）

※
応
募
方
法
な
ど
、詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

日
本
赤
十
字
社
鹿
児
島
県
支
部

　

☎
０
９
９-

２
５
６-

２
０
９
９

平
成
20
年
度
障
害
者
委
託

訓
練
生
を
募
集

　

県
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

で
は
、
委
託
訓
練
生
を
募
集
し

ま
す
。

Ｏ
Ａ
事
務
科

●
内
容
＝
ワ
ー
ド
・
エ
ク
セ
ル

初
級
程
度
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
、Ｅ
メ
ー
ル
、ホ
ー
ム
ペ
ー

●
着
工
日
＝
補
助
金
交
付
決
定

通
知
書
を
受
理
し
た
日
以
降

※
事
前
に
着
工
し
て
い
る
場
合

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

●
そ
の
他

○
改
造
経
費
に
、
介
護
保
険
法

又
は
市
障
害
者
日
常
生
活
用

具
給
付
事
業
実
施
要
綱
の
規

定
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
住

宅
改
修
費
が
含
ま
れ
る
場
合
、

そ
の
金
額
を
除
い
た
額
が
補

助
対
象
経
費
と
な
り
ま
す
。

○
申
請
件
数
が
多
い
場
合
は
、

助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合

が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
申
請
先
】

高
齢
者
住
宅

　

市
高
齢
福
祉
課

　
（
１
階
⑦
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４-

31-

１
１
１
６

障
害
者
住
宅

　

市
福
祉
政
策
課

　
（
１
階
⑲
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４-

31-

１
１
１
３

本
年
度
も
住
宅
改
造
費
を

助
成
し
ま
す

●
助
成
対
象
者

○
高
齢
者
住
宅
＝
介
護
保
険
の

要
介
護
認
定
に
お
い
て
、
要

支
援
又
は
要
介
護
の
認
定
を

受
け
た
人
が
属
す
る
世
帯

○
障
害
者
住
宅
＝
身
体
障
害
者

手
帳
所
持
者
で
、
障
害
の
程

度
が
１
級
又
は
２
級
に
該
当

し
、
日
常
生
活
に
支
障
の
あ

る
人
が
属
す
る
世
帯

●
所
得
制
限
＝
生
計
中
心
者
の

前
年
の
課
税
所
得
金
額
が

３
３
０
万
円
以
下
の
世
帯

●
補
助
対
象
＝
在
宅
の
助
成
対

象
者
の
自
立
促
進
、
寝
た
き

り
防
止
及
び
介
護
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
に
、
自
宅

又
は
借
家
等
で
、
既
存
の
居

室
、
台
所
、
便
所
等
を
改
造

す
る
た
め
に
要
す
る
経
費

※
借
家
、
借
間
は
持
主
の
許
可

が
必
要
で
す
。

※
単
に
住
宅
の
維
持
補
修
を
目

的
と
し
た
工
事
は
対
象
外
と

な
り
ま
す
。

●
補
助
金
額
＝
補
助
対
象
と
な

る
経
費
（
１
件
80
万
円
以

内
）
の
３
分
の
２
で
上
限
額

が
５
３
３
千
円

●
申
請
期
間
＝
７
月
１
日（
火
）

〜
９
月
１
日
（
月
）

●
受
験
資
格
＝
昭
和
62
年
４
月

２
日
〜
平
成
３
年
４
月
１
日

生
ま
れ
の
人

●
試
験
内
容
＝
高
校
卒
業
程
度

●
受
付
期
間
＝
６
月
24
日（
火
）

〜
７
月
１
日
（
火
）

※
通
信
日
付
印
有
効

●
第
一
次
試
験
日
＝
９
月
７
日

（
日
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

人
事
院
九
州
事
務
局

　

☎
０
９
２-

４
３
１-

７
７
３
３

パ
ー
ク
ヒ
ル
ズ
鹿
屋
宅
地

分
譲
の
購
入
者
を
募
集

　

県
住
宅
供
給
公
社
で
は
、
期

間
中
に
パ
ー
ク
ヒ
ル
ズ
鹿
屋
の

分
譲
宅
地
を
ご
契
約
し
て
い
た

だ
い
た
人
に
、
宅
地
の
１
割
相

当
額
を
助
成
し
ま
す
。

●
募
集
内
容

　

宅
地
分
譲
区
画
数
＝
34
区
画

　

土
地
分
譲
価
格
＝
３
１
７
万

円
〜
４
９
３
万
円

　

土
地
面
積
＝
２
０
９
・
88
㎡

〜
３
４
５
・
08
㎡
（
63
・
48

坪
〜
１
０
４
・
38
坪
）

●
募
集
期
限
＝
８
月
31
日（
日
）

【
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
】

　

県
住
宅
供
給
公
社

　

☎
０
９
９-

２
２
６-

７
８
３
１

平成 19年度の市県民税について
　税源委譲は、住民税を増額し所得税を減額することで調整され、所得税と住民税を合わせると税負担は変わ
らない仕組みでした。しかし、所得税と住民税は課税する年度が異なるため、平成 19年に所得が減って所得
税が課税されない人は、住民税だけが増額になり所得税の減額の恩恵を受けることができないため、平成 19
年度分の住民税を減額する措置を行います。
●対象者　　平成 18年は所得税が課税されていた人で、平成 19年
　　　　　　は所得が減って所得税が課税されなかった人
※対象になると思われる人には、６月下旬に減額申告書をお送りし
ます。

※平成 19年度分住民税を課税した平成 19 年１月１日現在住んでい
た市区町村へ減額申告書を提出してください。申告先を間違えな
いように、ご注意ください。

●申告期間　７月１日（火）～ 31日（木）
※既に納付済みの場合は還付します。
※詳しくは、お問い合わせください。

【問い合わせ・申告先】市税務課（１階⑭番窓口）　☎ 0994-43-2111　内線 3114・3115

●税源移譲前の税額

住民税額 所得税額

●税源移譲後の税額

税源移譲前の住民税額 税源移譲による
住民税増額分 税源移譲後の所得税額

●今回の対象者　平成 19年分の所得税が課税されなくなった人

税源移譲前の住民税額 税源移譲による
住民税増額分 所得税額なし

減額申告を行えばこの部分が減額されます。

【問い合わせ・応募先】
市社会教育課（６階）
☎ 0994-31-1138
Ｅメール　syakaikyouiku
　　　　　　@e-kanoya.net�

●日時　　平成 21年１月 11日（日）11時～
　　　　　※成人の日の前日
●会場　　市文化会館
●対象者　昭和 63年 4月 2日～平成元年 4月 1日
　　　　　生まれの人

成人式実行委員を募集します

●対象者　　平成 21年の新成人又は興味・意欲のある
　　　　　　25歳までの人
●応募方法　電話又は Eメールでご応募ください。
●募集期限　６月 30日（月）
※詳しくは、お問い合わせください。

　市では成人式をより思い出深いものにするため、市
民の皆さんに企画・立案・運営を行なっていただきた
いと考えています。
　みんなの心に残るオリジナルな成人式をつくるため
に「あなたの想いと力」を活かしてみませんか。

成人式の日程が決まりました

平成 21年成人式について

減額申告

税 務 課




